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研究成果の概要（和文）：  

憲法における環境関連規定の在り方につき、わが国において憲法改正の動きも前提として活発

な法律上の議論が行われ、さらにそれらの議論が沈静化した現状を踏まえつつ、学問的議論を

比較法的に深めた。特にドイツ、フランス、その他ＥＵ諸国並びにアメリカにおける環境権規

定及びこれに関する議論を詳しく分析し、その結果、環境保護について憲法的価値を認めると

しても現実には多くの限界があり、環境意識、環境保護に資する特別な訴訟制度の充実等が必

要であることが確認された。 

 
研究成果の概要（英文）： 

There were many legal discussions about the possible provisions about environmental 

protections in constitutions in recent years in Japan which were sometimes connected to 

the movements towards constitutional reform. This research is based on the situations 

which include cooling down of those discussions. We carefully examined the current legal 

discussions in Japan and the foreign countries such as Germany, France, other EU 

countries and the United States regarding the environmental provisions in constitutions. 

As a result, we have found that there are many problems admitting constitutional values in 

environmental protections and therefore the enrichment of special legal proceedings which 

contribute to environmental protection and environmental recognition is necessary.  
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１．研究開始当初の背景 
 平成 18（2006）年前後、憲法における環境
関連規定の在り方について活発な法律上の
議論が行われた。それらの議論においては、
たとえば環境法学、憲法学の観点から憲法に
環境関連規定を盛り込むことの意義、必要性、
規定の在り方になどが問題とされた。同時期
には憲法改正も問題となり、憲法改正案が各
党において作成され、憲法改正の発議の手続
き等を規律する「国民投票法」に関する具体
的な審議が開始されるなど政治的な動きも
活発化していた（同法は、平成 19（2007）年
5 月 18日に「日本国憲法の改正手続に関する
法律」（法律第 51 号）として成立した）。こ
のような憲法改正の動きを受けた、日本国憲
法が実際に改正された場合に、どのような環
境権規定を盛り込むべきかについての目的
志向の強い議論は、憲法改正について一定の
蓋然性を伴った時期に行われたものでもあ
り、学問的に議論を深化させるうえでの一定
の困難さを伴ったものであった。 
 
２．研究の目的 
本研究は、諸外国における環境規定のあり

方及びこれに関する議論を詳しく分析する
ことにより、憲法規定を設けることそれ自体
の要否を含めて、客観的な分析と適切な提言
を行おうとするものである。 
わが国においては、憲法改正の動きをうけて、
日本国憲法が改正された場合に、どのような 
環境権規定を盛り込むべきかについて目的
志向の強い議論がなされた。 
このように憲法改正関連論議が盛んにな

されたが、環境権については、改正をめぐる
政治的な議論の影響を受け、十分に議論を深
めることが困難な状況が過去にあった。本研
究は、現実の憲法改正論(9条論・改正の限界
論)とは離れて、わが国の環境政策の展開に
際して、憲法レベルにおいてどのような作業
が必要・望ましいのかについて、学問的に貢
献しようとするものである。 
すなわち、現在の政治状況は、憲法におけ

る環境関連規定が活発であった当時と異な
り、憲法改正が現実の政治的日程として議論
される状況にはない。このような状況の変化、
すなわち憲法改正が現実の政治日程にのぼ
る可能性が遠のいた現状こそ、これまでのわ
が国における議論の客観的分析も含めて、
「憲法における環境関連規定のあり方」に関
する議論を深めるにふさわしい時期である。
このような認識の下、本研究は、比較法的に
憲法における環境関連規定の分析を通して
問題を客観的に解明することを目的とする。 

憲法典における環境関連規定のあり方は、
各国において様々である。ドイツ等において
は、憲法典に環境保全を国家目標として取り
込む例もあり、EUにおける憲章条約において
も、現在は、この方式が採用されている。他
方、東欧・北欧諸国において、環境権を人権
規定として保障している例もある。 
そこで、憲法において環境関連規定を定め

ることを議論する際に、環境権として定める
ことが適当か、それとも国家目標規定として
定めることを考慮すべきかについて比較法
的に分析した。 
また、これまでの研究の範囲は、ドイツ・

フランス等の憲法典時における議論にとど
まるものであった。したがって、実際に憲法
に環境関連規定の導入が図られたドイツ、フ
ランスにおいてその後の議論はどのように
進展したのか、実際の環境保護の状況はどう
なっているのかについて詳しく分析した。 
また、アメリカにおいても憲法において環

境関連規定をどのように導入するべきかに
ついては議論がなされ、日本におけるそれら
の議論の紹介も存在したが、それらは主とし
て 1970 年代のものにとどまり、最近の憲法
における環境関連規定に関する問題状況に
ついては紹介がなされていないため、アメリ
カにおける最新の議論も分析した。 
以上を踏まえて憲法に環境関連規定を設

けるとして、その具体的規定態様、具体的規
定内容につき、憲法規定を実際に設けること
自体の是非も含めて適切な提言を行った。 
 
３．研究の方法 
(1) 国内の議論の分析 

国内において既に行われた類似の研究に
ついて論じられた論点の整理、分析を行った。
わが国におけるこれまでの法的議論の分析
は、常に変化しうる現状における問題を踏ま
えつつ、憲法学、環境法学、行政法学に共通
した問題を意識しつつ詳細に行った。 
(2) ドイツ、フランスにおける議論の分析 
 ドイツ・フランスについては、これまで比
較的詳しい紹介がなされ、議論の分析につい
ても一定の蓄積が存在した。それら邦語文献
と新たな文献を補完しつつ、論点とともに新
たに調査すべき文献、課題を確定し、最新の
文献とともに議論を法的に分析した。 
(3) アメリカにおける議論の分析 
 これまでに紹介された邦語文献の分析も
踏まえつつ、アメリカにおける連邦憲法への
環境権規定の導入をめぐる議論の分析－ア
メリカ連邦憲法に環境権規定を導入するこ
とについての議論につき、米国の判例ならび



に学術論文を踏まえて詳細に検討した。 
(4) ＥＵ憲法ならびにＥＵ諸国における環
境関連規定の分析 
 日本における改正論議および欧州諸国の
憲法における環境保護の憲法規定化を踏ま
えて、現行の日本国憲法における総合的な環
境保護に関する比較法的考察を行うために、
ＥＵ構成諸国並びにＥＵ憲法における環境
関連規定の選択肢について考察を行った。 
 海外研究協力者のリューネブルク大学 
ヨアヒム・ザンデン(Joachim Sanden)員外教
授と緊密な連携を図り、ＥＵとその加盟国に
おける環境憲法上の問題について詳細な分
析を行った。 
(5) 日本における議論、ドイツ、フランス、
アメリカその他ＥＵ諸国における議論を踏
まえた比較法的分析 
 上記(1)～(3)における議論を踏まえて、憲
法に環境関連規定を設けることの意義、問題
点などにつき、実際に環境関連規定が設けら
れているドイツ・フランスなどにおける問題
点を踏まえつつ、詳細に検討した。 
(6) 研究会の開催 
「憲法規範における環境関連規定のあり

方に関する比較法的分析」に関して、独・仏・
米における議論並びにそれらの国の議論と
日本の議論との比較につき、日本国内におい
て研究会を 3カ月に一度開催した。研究代表
者ならびに研究分担者（H20-H21：連携研究
者）の岡森識晃・甲南大学法学部准教授、小
舟賢・広島修道大学准教授と研究協力者の寺
田麻佑・一橋大学大学院博士後期課程が参加
した。 
また、海外研究協力者であるリューネブル

ク大学 Sanden 員外教授を日本に招聘し、共
同の研究会を開催するとともに、ドイツの環
境権規定のあり方・ドイツ環境法における統
合的環境規制につき議論を行った。 
(7) ドイツ・ＥＵに関する調査訪問 
 ドイツにて研究代表者が海外研究協力者
のリューネグルク大学 Joachim Sanden 員外
教授と意見交換し、また、研究成果の内容に
つき調整するための会議を行った。また、フ
ライブルク大学 Mat Lehbinder 教授と、環境
上の権利と憲法上の規定化との問題につき、
法社会学的見地よりの意見の聴取を行った。 
 
４．研究成果 

各研究の成果として、ドイツにおいては、
基本法の 20a条に定められた環境保護規定の
判例における適用の具体例に乏しく、今後の
判例の展開を待つ必要があること、フランス
においては、現時点で憲法院判例を通じ環境
憲章の実効性が図られているとは言い難い
現状にあること、アメリカにおいては、環境
権規定は一部の州憲法に見られるものの連
邦憲法には規定がなく、一部の州憲法の改正

を超えて連邦憲法へ環境権規定を導入しよ
うとする活発な動きはみられないことが確
認された。また、ＥＵ諸国等の憲法規定の比
較研究ならびにアメリカの研究から、一口に
環境関連規定といってもその種類は様々で
あり、各国（及びアメリカの州）はそれぞれ
の国に異なる歴史、政治状況、法思想、経済
上の背景から、それぞれのタイプの環境関連
規定を憲法規範に取り込んできたことが確
認された。 
より具体的には、以下の研究成果を確認す

ることができる。 
(1) ドイツ 
 ドイツにおいては、1994 年の基本法改正に
より 20a 条に環境関連規定が挿入されたが、
憲法典に環境関連規定を導入しようという
動き自体は 1970年代初頭から始まっており、
当初においてこそ環境基本権を導入すべき
ことが提案されていたものの、既存の基本権
体系に合致しない等の理由からこの構想は
すぐに下火となり、以降国家目標規定タイプ
での導入についての議論に収斂した、という
経緯があることを確認した。 
 その上において、ドイツにおいて導入され
た環境関連規定について検討を行い、この規
定は環境保護の国家目標として定められて
おり、それは決して単なるプログラム規定に
とどまるものではなく、拘束力のある憲法上
の目標規定であり直接適用される法である
ことを確認した。ただ、この規定は不明確で
あるため、立法者、執行権及び裁判による具
体化が必要とされており、とりわけ立法者に
よる具体化が第一義的に求められ、そこには
広範な裁量・形成自由が認められていること
を確認した。そして、そのような広範な立法
裁量が認められるとされる同規定において、
これでは実質的に固有の規範的な内容が失
われてしまうとの懸念から、解釈論によって
一定程度の保護内容・保護水準を導き出そう
とする様々な試みが、同規定が制定された後
のドイツ学界にてなされたことを紹介した。
しかしながら、同規定が他の基本権との関係
で問題となった二つの憲法判例(砂利採取不
許可補償事件および狩猟法所有権規制事件)
を例に取り上げて検討したところ、これら二
つの判例においては、必ずしも同規定が判断
における直接の決め手となったとは解しが
たいことを指摘した。 
 このようにドイツにおける同規定の実質
的な規範内容を解釈論によって導出しよう
と学説上様々な試みがなされてきたにもか
かわらず、これまでの同規定に関わる判例に
おいては、同規定が直接の決め手となって違
憲判断がなされた例は特に見あたらないこ
と、また、同規定をめぐる学説上の議論も、
制定前後における盛り上がりから現在は収
束に向かっていることを明らかにした。他方、



同規定がプログラム規定としてではなく法
的拘束力を有するものとして判例上も扱わ
れており、そのことから、同規定は、とりわ
け立法者に対して環境に十分配慮した立法
を行うべきことを要請するものとして、現に
環境保護の憲法的価値を承認しているもの
とみることができるのではないか、との結論
に達した。 
(2) フランス 
 フランス環境憲章に環境権が明記された
ことにより、立法府、憲法院、行政裁判所、
司法裁判所にどのような影響が生じている
のかにつき検討を行い、①環境権の憲法化に
より、立法府は、環境権とこれに競合する諸
権利を調整して環境関連の法律を制定する
必要が生じること、②憲法院は、環境関連の
法律の憲法適合性を審査するに当たり、立法
府がこれらの諸権利を調整して当該法律を
制定したか否かを審査する必要が生じるも
のの、実際には踏み込んだ審査をしているわ
けではないこと、また、国内法化された環境
関連の法律の憲法適合性審査は、指令障壁の
理論の適用により、困難になるものと目され
ていること、③行政裁判所は、法律障壁の理
論の適用により、環境関連の法律の憲法適合
性を審査することができないが、下級審レベ
ルでは、行政裁判官が環境憲章 1条を根拠と
して人権救済仮処分命令を発する例がある
こと、④司法裁判所は、暴力行為に関する訴
訟等の領域において、環境権の憲法化による
影響を受けるものと目されていることを明
らかにした。 
 環境権の憲法化による影響をめぐる以上
の検討結果を踏まえ、①環境権の憲法化によ
り、立法府は環境権を保障する見地から環境
関連の法律を制定する必要が生じることに
なり、この点に環境権の憲法化の意義がある
こと、②立法府によるこのような活動を担保
するためには、憲法院による憲法適合性審査
が有効に機能していることが必要であると
ころ、現状ではこれが必ずしも有効に機能し
ているとはいい難く、今後は、環境関連の法
律の憲法適合性審査に当たり、憲法院がこれ
まで以上に踏み込んだ審査を行うことが期
待されるとともに、国内法化された環境関連
の法律の憲法適合性審査を可能にするため
には、憲法院が指令障壁の理論を克服するこ
とが必要になること、③憲法院による憲法適
合性審査が必ずしも有効に機能していると
はいい難いという現状を鑑みると、通常裁判
所の下で環境憲章を直接援用し、環境権を保
障していくことも、裁判において環境権を保
障する上で重要であり、そのためには、通常
裁判所の下で環境憲章を直接援用し、環境権
を保障することを可能にするような通常裁
判所判例の確立や、人権救済仮処分手続のよ
うに通常裁判所の下で環境憲章を直接援用

し、環境権を保障することを可能にするよう
な制度の導入が必要になることを指摘した。 
 そして、フランスにおいては、環境権が憲
法化されたものの、裁判において環境権を保
障するために克服しなければならない問題
が残されており、環境権の憲法化によって生
ずるこうした問題をどのように克服してい
くのか、フランスにおける学説及び判例の今
後の動向に引き続き注視していく必要があ
るとの結論を示した。 
(3) アメリカ 
アメリカにおいては、連邦のレベルにおい

て連邦憲法を改正して環境保護規定を盛り
込もうとする動きは 1960 年代に見られたも
のの、その後は活発な運動はなされず、むし
ろ州憲法における環境関連規定の導入が多
くの州においてなされた。それら州憲法にお
ける環境関連規定の憲法規範化に関しては、
①環境権規定、②政策目標規定、③公共信託
規定、④市民訴訟規定、⑤租税優遇措置・財
政的補助等の規定など様々なパターンがあ
り、これらの規定を複数組み合わせる例も見
出される。 

これら州における憲法規範化の意義を考
慮するにあたっては、憲法規範が直接に訴訟
等において裁判官を拘束する効果を有する
か否かが問題となる。しかし、州における環
境関連規定の趣旨・文言はまさに様々な規定
の組合せであり、一律な判断は難しいものと
なっている。 
環境保護を具体的に確保する手段として

は、市民訴訟にかかる規定や、租税優遇等の
措置をとることを定めた規定等が盛り込ま
れる場合もある。これらの規定が環境関連規
定として州憲法に盛り込まれている場合と
そうでない場合があり、州憲法に付随して規
定がなされている場合であっても、さらにそ
れらの規定の有効な活用がなされているか
についても問題がある場合があった。しかし、
特に市民訴訟規定については、多くの制約か
ら、実際に市民訴訟を最後まで遂行できるか
について問題があるとしても、行政機関に対
して違法行為に関する行動を起こさせるよ
う、市民が働きかけることのできる制度とし
て有効であり、日本法においても参考にでき
るものである。 
もちろん、憲法改正のハードルが高く、か

つ、政治的にも改正問題が鋭い政治的対立を
招く問題となっていたわが国のように、その
国に固有の事情から環境関連規定が憲法化
されてこなかった国も多く存在した。 
そして、ＥＵ諸国の憲法、アメリカの州憲

法の分析から、環境関連規定の定め方のパタ
ーンは多くの場合に相互排他的なものでは
なく、複数のパターンを組み合わせることも
可能であることが分析された。 
憲法に環境関連規定を設けることの意義



については、ドイツ・フランスの例にみられ
るように、立法との関係において環境保護の
見地から立法がなされなければならないこ
とが明確化されるという環境保護の憲法的
価値としての認知があげられる。しかし、環
境関連規定を「環境権条項」として位置付け
ることに関しては、環境権を実体的権利とし
て位置付けたとしても、その法的性格・享有
主体などにつき人格権の存在と重なる内容
となるならば特に導入の意義は尐なく、疑問
があるとの分析がなされた。 
これに対して環境関連規定を国家目標・国

家義務規定として位置付けることに関して
は、より問題は尐ないと考えられるものの、
ドイツ等の諸外国の経験と照らし合わせて
も、国家義務の履行・国家目標の達成を制度
的に促進する法的枠組みが合わせて確立さ
れない限り、立法・司法に対する影響は極め
て限定的なものとなる。そこで、たとえば市
民訴訟に関する制度的な規定を設けるなど
の具体的施策が必要とされる。もっとも、憲
法における環境関連規定として国家目標的
規定を定めるとしても、具体的な施策・制度
に関する規定については、環境法領域の基本
的な枠組みを規律する法律のなかに盛り込
むことが適当である。 
もっとも、憲法改正は、すぐれて政治的な

決断であるため、以上の研究の成果は、以下
の研究発表論文等にも述べられているよう
に、そのような決断をわが国の政治状況、憲
法現実のなかで好ましいものとして採用す
べきか否かにつき、個々の国民の責任に委ね
られるべき性質のものである。 
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